
別表３ 別表３

特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表 特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

④ ・・・・・、名勝若し ・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・ ④ ・・・・・、名勝若し ・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※ ・・

くは天然記念物として指 ・・・ くは天然記念物として指 ・・・

定された土地、自然公園 定された土地、自然公園

法第13条第１項特別地 法第17条第１項特別地

域の規定により特別地 域の規定により特別地

域として指定された区域 域として指定された区域

内の土地又は・・・・・ 内の土地又は・・・・・

別表４ 別表４

特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表 特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

⑦ ・・・・・、都 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・ ⑦ ・・・・・、都 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・

市計画法第12条の (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ※2 ・・・ 市計画法第12条の (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ※2 ・・・

４第１項第３号に ４第１項第４号に

掲げる沿道地区計 掲げる沿道地区計

画の区域内にある 画の区域内にある

土地等が、・・・ 土地等が、・・・

・・ ・・

(ｲ) ・・・・・ (ｲ) ・・・・・

(ﾛ) ・・・・・ (ﾛ) ・・・・・
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改 正 後 改 正 前

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

(ﾊ) ・・・・・ (ﾊ) ・・・・・

⑧ ・・・・・、都 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・ ⑧ ・・・・・、都 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・

市計画法第12条の (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ※2 ・・・ 市計画法第12条の (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ※2 ・・・

４第１項第２号に ４第１項第４号に

掲げる防災街区整 掲げる防災街区整

備地区計画の区域 備地区計画の区域

内にある土地等が､ 内にある土地等が､

・・・・・ ・・・・・

(ｲ) ・・・・・ (ｲ) ・・・・・

(ﾛ) ・・・・・ (ﾛ) ・・・・・

(ﾊ) ・・・・・ (ﾊ) ・・・・・

11の4 食品流通構造 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・ 11の4 食品流通構造 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・

改善促進法（平成 (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ※2 ・・・ 改善促進法第４条 (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ※2 ・・・

３年法律第59号） 第４項の規定によ

第４条第４項の規 る・・・・・

定による・・・・

・

(ｲ) ・・・・・・ (ｲ) ・・・・・・

(ﾛ) ・・・・・・ (ﾛ) ・・・・・・

(ﾊ) ・・・・・・ (ﾊ) ・・・・・・

⑫ ・・・・・・・ (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・ ⑫ ・・・・・・・ (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ※1 ・・・

(ｲ) ・・・・・・ (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ (ｲ) ・・・・・・ (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

(ﾛ) ・・・・・・ ⑴ ・・ (ﾛ) ・・・・・・ ⑴ ・・

(ﾊ) ・・・・・・ ・・・ (ﾊ) ・・・・・・ ・・・
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⑵ ・・ ⑵ ・・

・に規 ・に規

定する 定する

資金の 資金の

貸付け 貸付け

を受け を受け

て行わ て行わ

れるも れるも

の（中 のであ

小企業 ること

総合事

業団法

施行令

(平成11

年政令

203号)

第３条

第１項

第３号

ロに掲

げる事

業にあ

っては､

当該事

業を行

う者が

同項第

４号イ

に規定

する特

定中小

企業団

体に該
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改 正 後 改 正 前

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

当する

場合に

限る｡)

である

こと。

⑶ ・・ ⑶ ・・

・・・ ・・・

※2 ・・・ ※2 ・・・

・・・・ ・・・・

⑲ 石油公団法（昭 ・・・・・・・・ ・・・・ ※1 「特定 ⑲ 石油公団法第19 ・・・・・・・・ ・・・・ ※1 「特定

和42年法律第99号) (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ 石油備蓄 条第１項第８号 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ 石油備蓄

第19条第１項第６ 当該施設が石油公 会社」と 業務の範囲に規 当該施設が石油公 会社」と

号業務の範囲 団法第19条第１項 は、石油 定する石油の備蓄 団法第19条第１項 は、石油

の国家備蓄石油の 第６号の国家備蓄 公団法第 に必要な施設で石 第８号に規定する 公団法第

管理に必要な施設 石油の管理の用に 19条第１ 油公団又は特定石 石油の備蓄の用に 19条第１

で石油公団又は特 供するものである 項第９号 油備蓄会社(※１) 供するものである 項第11号

定石油備蓄会社（ 旨及び・・・・・ 業務の が設置する次のも 旨及び・・・・・ 業務の

※１）が設置する (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ 範囲に のの用に供するた (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ 範囲に

次のものの用に供 規定する めに土地等が石油 規定する

するために土地等 法人で・ 公団に買い取られ 法人で・

が石油公団に買い ・・・ る場合 ・・・

取られる場合 ※2 ・・・､ ※2 ・・・､

(ｲ) 石油公団法第 その容量 (ｲ) 石油の備蓄の その容量

19条第１項第６ の10分の 用に供する屋外 の10分の

号の国家備蓄石 ８以上を タンク貯蔵所等 ８以上を

油の管理の用に 石油公団 ・・・・・ 石油公団

４４



供する屋外タン の行う国 の行う石

ク貯蔵所等・・ 家備蓄石 油の備蓄

・・・ 油の管理 の用に供

(ﾛ) ・・・・・・ の用に供 (ﾛ) ・・・・・・ する旨の

(ﾊ) ・・・・・・ する旨の (ﾊ) ・・・・・・ 取決めが

取決めが あるもの

あるもの に限られ

に限られ る。

る。 ・・・

・・・ ・・・

・・・

 土地等につきマ (ｲ) ・・・・・又は ・・・ ・・・・ ※ ・・・  土地等につきマ (ｲ) ・・・・・又は ・・・ ・・・・ ※ ・・・

ンション建替法第 当該土地等を同法 ・・・・ ンション建替法第 当該土地等を同法 ・・・・

２条第１項第４号 第15条第１項若し ⑴ 申出人 ２条第４号に規定 第15条第１項若し ⑴ 申出人

に規定するマンシ くは第64条第１項 等の有す するマンション建 くは第64条第１項 等の有す

ョン建替事業が施 又は第３項の請求 る同法第 替事業が施行され の請求により買い る同法第

行された場合にお により買い取った ２条第１ た場合において、 取ったものである ２条第６

いて、・・・・・ ものである旨を証 項第６号 ・・・・・又は当 旨を証する書類 号に規定

又は当該土地等が する書類 に規定す 該土地等が同法第 する施行

同法第15条第１項 (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ る施行マ 15条第１項区分 (ﾛ) ・・・・・・・ ・・・ マンショ

区分所有権及び Ａ ・・・又は同 ンション 所有権及び敷地利 Ａ ・・・又は同 ンが・・

敷地利用権の売渡 法第15条第１項 が・・・ 用権の売渡し請求 法第15条第１項 ・

し請求若しくは 若しくは第64条 ⑵ ・・・ 若しくは第64条第 若しくは第64条 ⑵ ・・・

第64条第１項若し 第１項の請求を マンショ １項権利変換計 第１項の請求を マンショ

くは第３項権利 された者又は同 ン建替法 画に関する総会の された者(以下｢ ン建替法

変換計画に関する 条第３項の請求 第２条第 議決に賛成しなか 申出人等」と言 第２条第

総会の議決に賛成 をした者(以下｢ １項第７ った組合員に対す う｡)の有する同 ７号に規

しなかった組合員 申出人等」とい 号に規定 る売渡し請求等 法に規定する施 定する施

に対する売渡し請 う｡)の有する同 する施行 の請求・・・・。 行マンションが 行再建マ

求等の請求・・ 法第２条第１項 再建マン ・・・・・ ンション

・ ・ 。 第６号に規定す ションに において

４５



改 正 後 改 正 前

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

る施行マンショ おいて・ ・・・

ンが・・・・・ ・・

Ｂ ・・・・・マ Ｂ ・・・・・マ

ンション建替法 ンション建替法

第２条第１項第 第２条第７号に

７号に規定する 規定する施行再

施行再建マンシ 建マンションに

ョンにおいて生 おいて生活する

活すること又は こと又は・・・

・・・・・ ・・

 ・・・・・又は ・・・・・・・・ ・・・・ ※ ・・・  ・・・・・又は ・・・・・・・・ ・・・・ ※ ・・・

鳥獣の保護及び狩 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ 鳥獣保護及狩猟ニ (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

猟の適正化に関す (ﾛ) 鳥獣の保護及び 関スル法律第８条 (ﾛ) 鳥獣保護及狩猟

る法律（平成14年 狩猟の適正化に関 ノ８第３項鳥獣 ニ関スル法律第８

法律第88号）第29 する法律第29条第 保護区の規定に 条ノ８第３項の規

条第１項特別保 １項特別保護地 より環境大臣が・ 定により環境大臣

護地区の規定に 区の規定により ・・・・ が・・・

より環境大臣が・ 環境大臣が・・・

・・・・ A ・・・・・・・ ・・・ A ・・・・・・・ ・・・

B ・・・・・・・ ・・・ B ・・・・・・・ ・・・

 自然公園法第59 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・  自然公園法第41 (ｲ) ・・・・・・・ ・・・ ・・・・

条指定に規定 (ﾛ) ・・・・・自然 ・・・ 条指定に規定 (ﾛ) ・・・・・自然 ・・・

する都道府県立自 公園法第２章第３ する都道府県立自 公園法第２章第４

然公園の区域内の 節又は自然環境保 然公園の区域内の 節又は自然環境保

うち同法第60条第 全法第４章第２節 うち同法第42条第 全法第４章第２節

１項保護及び利 の規定による規制 １項保護及び利 の規定による規制

４６



用に規定する条 と同等の規制が・ 用に規定する条 と同等の規制が・

例の定めるところ ・・・・ 例の定めるところ ・・・・

により特別地域と により特別地域と

して指定された地 して指定された地

域で、当該地域内 域で、当該地域内

における行為につ における行為につ

き同法第13条第１ き同法第17条第１

項特別地域に 項特別地域に

規定する特別地域 規定する特別地域

内における行為に 内における行為に

関する同法第２章 関する同法第２章

第３節保護及び 第４節保護及び

利用の規定によ 利用の規定によ

る規制と同等の規 る規制と同等の規

制が・・・・・ 制が・・・・・

別表５ 別表５

農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

⑤ 独立行政法人農 (ｲ) 改正前の農業者 独立行 ・・・・ ※ ・・・ ⑤ 農業者年金基金 (ｲ) 同項の規定によ 農業者 ・・・・ ※ ・・・

業者年金基金に対 年金基金法第81条 政法人 ・・・・ に対し、農業者年 り当該農地等を買 年金基 ・・・・

し、独立行政法人 第１項の規定によ 農業者 金基金法第81条第 い入れたものであ 金

農業者年金基金法 り当該農地等を買 年金基 １項農地等の買 る旨を証する書類

（平成14年法律第 い入れたものであ 金 入れ(同法附則第

127号)附則第６条 る旨を証する書類 ８条経過規定

第４項の規定によ (ﾛ) ・・・・・・・ の規定により適用 (ﾛ) ・・・・・・・

り、なおその効力 Ａ ・・・・・・ ・・・ される場合を含む｡) Ａ ・・・・・・ ・・・

４７



改 正 後 改 正 前

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

を有するものとさ Ｂ ・・・・・・ ・・・ に規定する区域の Ｂ ・・・・・・ ・・・

れる平成13年改正 うち農業振興地域

前農業者年金基金 の整備に関する法

法（昭和45年法律 律第８条第２項第

第78号）第81条第 １号に規定する農

１項農地等の買 用地区域として定

入れに規定する められている区域

区域のうち農業振 内にある農業者年

興地域の整備に関 金基金法第81条第

する法律第８条第 １項の農地等(※)

２項第１号に規定 を譲渡した場合（

する農用地区域と 同項の規定による

して定められてい 買入れに該当する

る区域内にある平 場合に限る｡)

成13年改正前農業

者年金基金法第81

条第１項の農地等

(※)を譲渡した場

合（同項の規定に

よる買入れに該当

する場合に限る｡)

⑩ 土地等(※１)に 左の事業に係る特 独立行 ・・・・ ※1 「土地 ⑩ 土地等(※１)に 左記の事業に係る 緑資源 ・・・・ ※1 「土地

つき独立行政法人 定地域整備事業実施 政法人 等｣とは、 つき緑資源公団法 特定地域整備事業実 公団の 等｣とは、

緑資源機構法第11 計画において準用す 緑資源 独立行政 第18条第１項第７ 施計画において準用 長 緑資源公

条第１項第７号イ る土地改良法第８条 機構の 法人緑資 号イ業務の範囲 する土地改良法第８ 団法第18

業務の範囲の 第５項第２号若しく 長 源機構法 の事業(※２)が施 条第５項第２号若し 条第１項

４８



事業(※２)が施行 は第３号審査及び 第11条第 行された場合にお くは第３号審査及 第７号イ

された場合におい 公告等に掲げる要 １項第７ いて、当該土地等 び公告等に掲げる に規定す

て、当該土地等に 件を満たす同項の非 号イに規 に係る換地処分に 要件を満たす同項の る・・・

係る換地処分によ 農用地区域を定め、 定する・ より同法第22条の 非農用地区域を定め、 ・・

り同法第16条第２ 又は独立行政法人緑 ・・・・ ４第２項換地計 又は緑資源公団法第

項換地計画に 資源機構法第16条第 ※2 農用地 画において準用 22条の４第２項にお ※2 農用地

おいて準用する土 ２項において準用す の改良又 する土地改良法第 いて準用する土地改 の改良又

地改良法第54条の る土地改良法第53条 は保全の 54条の２第４項 良法第53条の３の２ は保全の

２第４項換地処 の３の２第１項第１ ために必 換地処分の効果及 第１項第１号に規定 ために必

分の効果及び清算 号に規定する農用地 要な区画 び清算金に規定 する農用地に供する 要な区画

金に規定する清 に供することを予定 整理、客 する清算金（当該 ことを予定する土地 整理、客

算金（当該土地等 する土地を定めてい 土、暗き 土地等について、 を定めている旨及び 土、暗き

について、独立行 る旨及び清算金の支 ょ排水又 緑資源公団法第22 清算金の支払をした ょ、排水

政法人緑資源機構 払をした旨を証する はこれら 条の３第６項特 旨を証する書類 等の事業

法第15条第６項 書類 に準ずる 定地域整備事業実 又はこれ

特定地域整備事業 事業（こ 施計画において らに準ず

実施計画におい れらの事 準用する土地改良 る事業（

て準用する土地改 業と併せ 法第８条第５項第 これらに

良法第８条第５項 て行う農 ２号審査及び公 併せて行

第２号審査及び 用地間に 告等に規定する う農用地

公告等に規定す おける地 施設の用若しくは の造成を

る施設の用若しく 目変更の 同項第３号に規定 含む｡)を

は同項第３号に規 事業を含 する農用地以外の いう。

定する農用地以外 む｡)をい 用途に供する土地

の用途に供する土 う。 又は緑資源公団法

地又は独立行政法 第22条の４第２項

人緑資源機構法第 において準用する

16条第２項におい 土地改良法第53条

て準用する土地改 の３の２第１項第

良法第53条の３の １号に規定する農

２第１項第１号に 用地に供すること

規定する農用地に を予定する土地に

供することを予定 充てるため緑資源

４９



改 正 後 改 正 前

区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考 区 分 内 容 発行者 根拠条項 備 考

する土地に充てる 公団法第22条の４

ため独立行政法人 第２項において準

緑資源機構法第16 用する土地改良法

条第２項において 第53条の２の２第

準用する土地改良 １項換地を定め

法第53条の２の２ ない場合等の特例

第１項換地を定 の規定により、・

めない場合等の特 ・・・・

例の規定により、

・・・・・

５０




